
（１）国保事業費納付金の試算結果

（２）令和７年度　国民健康保険税率
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令和７年３月１２日 【保健福祉部国保医療課】

2.23%

8,100 円 7,913 円
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均等割 26,800 円

1,194,924,000 円

25,770 円

7,973 円

　　　　　　納付金額

区分

所得割 2.35%

8,600 円

令和７年度の国保税について

確定係数
(市町村算定方式）

医療分

所得割 2.95% 2.72% 2.74%

均等割

仮係数
【R6.11.15通知】

8.80%

平等割

均等割 9,100 円

5,600 円 5,657 円

28,948 円27,438 円

25,900 円

現行税率
との差

-0.09%

2,148 円

1,289 円

-0.21%

　令和7年1月15日に確定係数による令和7年度国保事業費納付金が通知された結果、前回の
常任委員会でお示しした仮係数による納付金額から増加となりましたが、納付に必要な税収は
確保できると想定されることから、税率は据え置きを予定しております。

1,159,115,000 円 35,809,000 円

5,660 円

321,274,000 円 321,154,000 円 -120,000 円

-11,000 円

1,568,843,000 円 35,678,000 円

平等割

合計 1,604,521,000 円

【R7.1.15通知】

介護分 88,454,000 円

後期高
齢者支
援金分

110 円

-127 円

-0.12%

155 円

60 円

8,710 円

平等割

介護分

2.23%

8,644 円

9,250 円 9,255 円
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（３）賦課限度額の引き上げ

（４）法定軽減基準額の改正（案）

改正なし

改正案軽減判定所得 現行

7割軽減
基準額

基礎控除額43万円
+10万円×（給与・公的年金所得者等の数－1）

対象区分 改正後

　均等割と平等割の軽減措置について、国の定める基準に合わせて改正を予定しております。

　後期高齢者支援分の賦課限度額は、令和6年3月30日に改正された地方税法施行令にて定め
られた法定課税限度額に合わせ、引き上げとなります。

※地方税法施行令の改正日は、令和7年3月31日が見込まれることから、専決処分による恵庭市国民健
康保険税条例の改正を予定しております。

後期高齢者支援金分 22 万円 24 万円

5割軽減
基準額

基礎控除額43万円+29.5万円×被保険者数
+10万円×（給与・公的年金等所得者の数－1）

2割軽減
基準額

基礎控除額43万円+54.5万円×被保険者数
+10万円×（給与・公的年金等所得者の数－1）

基礎控除額43万円+30.5万円×被保険者数
+10万円×（給与・公的年金等所得者の数－1）

基礎控除額43万円+56万円×被保険者数
+10万円×（給与・公的年金等所得者の数－1）

現行
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